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　皆さん、こんにちは。
　第8回例会にご出席ありがとうございます。
　まだまだ暑い日が続いていますが、朝方などは少し暑さが和らいだように感じます。皆様体調
管理には充分お気を付けください。
　月曜日、木潮会さんと9ロータリーの会合に、幹事と西岡委員と3名にて出席してきました。

私も4年ぶりに参加しましたが、木潮会さんが11社も見えられていて、大変にぎやかな会合となりました。
当クラブの取材依頼もしっかりお願いしてまいりました。
　本日は、高岡利行税理士事務所  所長  高岡利行様にお越しいただいております。ありがとうございます。
後ほど卓話よろしくお願いいたします。
　さて、本日8月31日は「ヤ（8）サ（3）イ（1）」の語呂合わせにちなんで、全国青果物商業協同組合連合会な
ど9つの団体や組合がこの日を記念日として1983年に制定しております。また先週の8月24日はドレッシングの
日として記念日としています。ドレッシングは野菜にかけて使うことが多い為「野菜にかける  8×3×1=24」に
なることから24日、週刊カレンダーの野菜の日（8月31日）の真上にくる日が24日であることからこの日を記念
日としたそうです。暑い日が続きますが、皆様健康にご留意していただきこの夏を乗り切っていきましょう。
　本日もよろしくお願いいたします。

会 長 報 告� 佐藤　義記  会長

　9月7日は、ガバナー公式訪問例会になりますのでネクタイと上着着用をお願いします。
　また、出来る限り出席してください。よろしくお願いいたします。

幹 事 報 告� 北浦　康臣  幹事

１  自己紹介
　1961（昭和36）年8月生まれ、62歳、和歌山市出身、堺市南区在住
　1981（昭和56）年から2016（平成28）年まで税務署に勤務し主に相続税や譲渡所得事務に従事
　2016（平成28）年　和歌山市十番丁にて高岡利行税理士事務所開業

２  令和5年度相続税・贈与税の税制改正の概要（令和6年1月1日施行）
⑴ 相続時精算課税に係る基礎控除の創設

　相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、基礎
控除110万円が控除されることとなります。
　その年分の特定贈与者からの贈与額が110万円以内であった場合には申告が不要となります。
　また、特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算されるその特定贈与者から贈与により取得した財産

卓話「令和5年度相続税・贈与税の税制改革の概要」
　高岡利行税理士事務所　所長　高岡　利行  さん
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❷みんなに公平か❶真実かどうか

❹みんなのためになるかどうか❸好意と友情を深めるか

出席報告 会員数 51名（内出席規定適用免除会員8名）

枡岡　一樹　出席委員長 8月31日（本日） 33名/45名 73.3% 皆さん、出席してください。

■国際ロータリー第2640地区�谷��宗光�ガバナー公式訪問

■ピアノ演奏� 中井　利枝さん
やさしさにつつまれて(キャサリン・ロリン)
愛のテーマ(キャサリン・ロリン)

■卓話「令和5年度相続税・贈与税の税制改正の概要」
� 高岡利行税理士事務所　所長　高岡　利行さん

■ロータリーソング� 枡岡　一樹　ソング委員長
「和歌山県民歌」
「和歌山東ロータリーの唄」

■和歌山北ロータリークラブとの合同例会

本日の例会� 9月7日（木） 前回の例会� 8月31日（木）

次回の例会� 9月11日（月）18:30~ 於ダイワロイネットホテル和歌山4F

山本　進三さん 高岡先生、本日は卓話よろしくお願い
します。

 本日はどうかよろしくお願いします。
片岡　聖佳さん まってましたっ!高岡さん。
加納　研次さん 高岡様、本日の卓話よろしくお願いい

たします。
奥村　申二さん 高岡さん、卓話楽しみにしてます。

刀祢　真大さん 本日卓話、高岡先生よろしくお願いし
ます。

片桐　　刻さん 妻へのお花ありがとうございました。
島垣　利光さん 高岡様本日は卓話ありがとうございます。
佐藤　義記さん 高岡様本日卓話ありがとうございます。
北浦　康臣さん 高岡様本日卓話宜しくお願いします。
栗本　信行さん 第8回例会よろしく御願いします。

本日の累計…16,000円（計10名10件）　〔お誕生日お祝い…60,000円　奥様花お礼…58,000円　皆出席表彰…20,000円　その他…287,000円　累計…425,000円〕

にこにこ箱にこにこ箱 ありがとうございました

の価額は、基礎控除額を控除した後の残額とされます。

⑵ 相続税の贈与加算対象期間の改正

　改正前、相続又は遺贈により財産を取得した者が、その相続開始前3年以内にその相続に係る被相続人から
暦年課税による贈与により財産を取得したことがある場合には、その贈与により取得した財産の価額を相続税
の課税価格に加算することとされていました。
　改正後はその加算対象期間が相続開始前7年以内とされ、相続開始前3年以内に贈与により取得した財産以外
の財産については、その財産の合計額から100万円を控除した残額を相続税の課税価格に加算することとされ
ます。
　なお、贈与者の相続開始日により順次加算対象期間が延長され、相続開始前7年間となるのは令和13年1月1
日以後に相続開始日が到来する場合となります。
　加算対象期間が延長されることで今後の相続税対策を見直す必要があるかもしれません。
　以上の改正は令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税・贈与税に適用されます。

和歌山市内9R.C会長・幹事・和歌山市内9R.C会長・幹事・
広報担当&木潮会広報担当&木潮会（マスコミ各社）（マスコミ各社）とのとの

懇懇 親親会会 開開 催催
（ 2023年8月28日（月）18:30　ちひろ）（ 2023年8月28日（月）18:30　ちひろ）

佐藤会長、北浦幹事、西岡広報委員出席者


